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○障害の定義

１．被虐待者は手帳所持者には限られないのではないか

　限られないのは当然であり、限るべきではない。

知的障害や精神障害をもつ者全てが手帳を所持しているわけでもなく、その他、難病や高次脳機能障害や発達障害をもつ者も同様である。これらの人たちを虐待防止法の適用から外すべきではない。

　また、過去の障害の経歴や障害があると看做されて虐待行為が行われた場合も法の適用範囲に含めるべきである。

○虐待行為者による類型

１．どの範囲までカバーすべきか

（例　介護者、福祉従事者、使用者、学校関係者、医療従事者）

　家族、介護者、福祉従事者、使用者、学校関係者、医療従事者は虐待防止法上の虐待行為者に含まれるべきである。

○虐待の定義

１．虐待行為類型ごとに５類型に区分するか

　救済の適用範囲を広げ、効果的な救済を行うためにも５類型に区分をし、定義づけすることが望ましい。

２．５類型の内容をどう考えるか

「身体的虐待」は、障害者への有形力を行使すること、または傷害を生じさせもしくは身体を拘束すること。

「性的虐待」は、障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること。
「心理的虐待」は、障害者に対する暴言又は拒絶的な対応、その他、障害者に心理的外傷を与えるおそれのある言動を行うこと
「放置（ネグレクト）」は、障害者を衰弱させるような減食、長時間の放置、又は必要な医療を十分に受けさせないことその他の障害者を養護すべき義務を怠ること

「経済的搾取」は、障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること
○早期発見義務
１．早期発見義務の程度と義務者の範囲についてどう考えるか

虐待は、多分野において発生しているため、虐待の早期発見のためには、全ての公務員、及び虐待を防止する立場にある仕事に就く者（医師、看護師、弁護士、司法書士、社会福祉士、民生委員、児童委員、施設職員、教員、雇用主、障害者職業生活相談員、刑務職員、その他障害者福祉に職務上関係のある者）に対し、虐待の発見努力のための義務を課すべきである。

○通報義務
１．発見者の通報義務の対象範囲と程度についてどう考えるか

何人に対しても通報義務を課す必要がある。また特に、施設、学校、企業、医療機関、刑務所等拘禁施設において、その場面ごとに、当該場面の設置者が障害者に関連して発生した事故の報告義務を課すべきである。
　その点から、昨年、議員立法として議論され始めた障害者虐待防止法では施設や職場に関しては通報義務を課している一方、精神科病床等をはじめとする医療機関、学校に関しては課せられていないという問題があった。上記の範囲まで拡大して、通報義務を課すべきである。

○救済機関
１．救済機関の権能についてどう考えるか

（例　事実確認、立ち入り検査、一時保護、回復支援、その他）

障害者虐待に関して独立した救済機関を設けるとともに、常任のスタッフを置き調査権限をもったものとすべきである。また、名称は、今後制定が求められる障害者差別禁止法における救済機関（例えば、障害者権利擁護センター）との混同を避けるために、虐待防止の救済機関は別の名称（例えば、障害者虐待防止センター）とすることがのぞましい。

　また、虐待防止は予防から早期発見、そして現実に起きている虐待への介入が求められるため、事実確認、立ち入り検査、一時保護、回復支援は全て権能として確保されるべきである。

２．救済機関が対象とすべき範囲についてどう考えるか

虐待防止に関する救済機関は､障害者に対するあらゆる場面における虐待の通報を受け付ける｡通報を受けた場合、あるいは職権で調査を開始し､必要があれば､立入調査権限を行使する｡そして調査の結果､虐待の事実が認められる場合は､指導､公表、改善勧告､改善命令などの権限を行使する｡調査及び審理の過程においては、弁護士等専門的知識をもつ者の協力を得ながら調査等を行うこと、及びこれらの者が委員として参加することが必要である。
また、虐待防止に関する救済機関について、裁判所に､保護・避難等を求めて緊急保護命令を申し立てる権限を持たせるべきである｡
さらに避難後の居住先の確保や、身体的･精神的な被害回復の支援を行い､被害回復後の家庭や地域での生活のための支援を行う権限を持たせる必要がる｡
○監視機関
１．監督権限はあっても原則として監督義務はないとする現行法規の解釈のもとで、現行法の適切な運用のみで虐待防止の実効性を担保できるかどうか

　担保できないと考える。
これまでの多くの国賠訴訟の中で、国は法務大臣の名において、もしくは、都道府県はその知事の名において、既存立法に基づく多くの権限は、裁量権に基づいて行使されるものであって、個々の被害者の虐待を調査する義務は法で定められておらず、行政責任はないと主張してきた経緯からも明らかである（滋賀県サングループ事件など）。
２．家庭における虐待以外の場合の独自の独立した監視機関の設定の必要性についてどう考えるか

　設置は必要であると考える。

既存の監督機関は、自治体等となるのであるが、障害者の就労や通学等においてその部門部門において、当該事業者と密接な関係が有る場合がある。
○相談支援機関

１．生活支援まで含めた相談支援のあり方についてどう考えるか

障害者が自ら声を出せるようにするために、障害当事者によるサポート（ピアカウンセリングやピアサポート）を虐待防止法制度の中で積極的に位置づけるべきである。

　また、今後、検討される障害者総合福祉法でも障害者のエンパワメントを中心的に行う事業「障害者地域エンパワメント事業（仮称）」を創設し、その中で病院や施設の入居者に対する相談支援を行い、地域自立生活移行支援とともに虐待の防止・発見にもつなげていくべきである。
○その他

虐待防止の実効性を高めるためにも、施設や病院等に関するオンブズパーソンの仕組みを設けるべきである。

　大阪府の「精神医療オンブズマン制度」が大きな効果を果たしてきた実例等を参考にすべきである。（別紙資料参照）



